
 

第３６号議案 

 

 

府中市介護保険条例の一部を改正する条例 

 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

令和 ２ 年 ６ 月 ５ 日 

 

               提出者 府中市長 高 野 律 雄 

 

 

 

 

 

 

（説明） 

介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）の一部改正に伴い、所要の改

正を行うものであります。 
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府中市介護保険条例の一部を改正する条例 

 

 府中市介護保険条例（平成１２年３月府中市条例第６号）の一部を次のように

改正する。 

 第１２条第２項中「令和元年度及び」を削り、「２２，２００円」を 

「１７，１００円」に改め、同条第３項中「２２，２００円」を「１７，１００ 

円」に、「３２，５００円」を「２４，０００円」に改め、同条第４項中 

「２２，２００円」を「１７，１００円」に、「４６，２００円」を「４４，５００

円」に改める。 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行し、改正後の第１２条第２項から第４項まで

の規定は、令和２年４月１日から適用する。 

 （経過措置） 

２ 令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 

 


